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広報あぐい　２００８年４月１日号

老人保健制度が後期高齢者医療制度に 
4月から 

変わります 

4月から 

老人保健制度が後期高齢者医療制度に 老人保健制度が後期高齢者医療制度に 老人保健制度が後期高齢者医療制度に 
変わります 問い合わせ先 

保険課　医療年金係　　（４８）１１１１（内２１５・２５７） 

平成 ２０ 年４月から
後期高齢者医療制度

平成 ２０ 年３月まで
老 人 保 健 制 度

７５ 歳以上の方全員が対象です。
（一定程度障害のある方は ６５ 歳以上）
老人保健制度と変わりません。

７５ 歳以上の方全員が対象です。
（一定程度障害のある方は ６５ 歳以上）

対象者
（被保険者）

全ての方が後期高齢者
医療制度に移行します。

国民健康保険・会社などの健康
保険・共済組合などの加入資格
はそのまま残ります。

一人に１枚、新しい保険証が交
付されます。
※　後期高齢者被保険者証

（縦 ５４ ミリ×横 ８６ ミリ）

医療保険者証　加入保険証

保険証
（受診時に
必要なもの）

都道府県ごとの広域連合が制度
を運営。

広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料の決定、
医療の給付など制度の運営を行
います。

市町村が行うこと
加入や脱退の届け出の窓口にな
ります。
保険証の引き渡しや保険料の徴
収を行います。

市町村が運営。

運営主体

自己負担割合は老人保健制度と
変わりません。

一般の方は１割負担、現役並み
所得者の方は３割負担。

医療費の
負担割合

受けられる給付は老人保健制度
と変わりません。

療養の給付や、入院時の食事代、
高額療養費など。

受けられる
医療給付

保険料は各都道府県の広域連合
ごとに決まり、一人ひとりが納
めます。

保険料は世帯ごとに決まり、加
入する国民健康保険、会社など
の健康保険、共済組合などに納
めました。

保険料

相談・問い合わせ先
　愛知県後期高齢者医療広域連合　�０５２（９５５）１２２７
　　同　コールセンター（電話相談窓口）　�０５７０（０５）５１０５
　　　　　「コールセンター受付時間」　月曜～金曜日　午前９時から午後５時まで（祝日はご利用できません）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※３月 ２０ 日～４月 １３ 日は、土曜日、日曜日、祝日も利用できます。

変わりません 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 

ここが 
変わります 

変わりません 

変わりません 

（カード式）


